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１． 香港の市場動向

① 近年の切り花の国別輸入動向

 デモ・コロナ以降、香港における切り花の輸入量は大きく減少。

 日本産も減少していたが、2021年から大きく回復し、増加に転じている。

 オランダ産の割合が約半分を占め、日本産の割合はまだ6％程度。
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(単位：1,000香港ドル)



１． 香港の市場動向

② 2023年の動向（速報） 

 1月～４月の厳しいコロナ規制（飲食店営業は18時まで等）があった2022年と比較
すると、2023年前半は中国との人の交流の正常化も含めたコロナ規制の緩和が大幅に
進み、香港内の状況は改善傾向にあった。

 しかしながら、中国との人の交流正常化で深圳（香港と繋がっている中国南部）に週
末等で気軽に行く香港人が増える一方で、中国の景気状況や香港の物価高等もあり
香港を訪れる中国人がコロナ前よりも大幅に少ない状況が続き、香港内での消費が全
体として弱い状況となっている。

 2024年は中国の景気回復や、香港を訪れる旅行客がどこまでコロナ前の水準まで戻る
かが重要。
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2023年 対前年比

農林水産物・食品全体 2,365億円 +13.4％

うち切り花 1億円 +1.7％

日本から香港への輸出額



１． 香港の市場動向

⑤ 香港における切り花の価格
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出所：ジェトロ香港事務所調べ(2024年1-2月）

品目名・商品名 販売単位
販売価格

（香港ドル）
原産国・産地 販売店の種別

販売店の
ターゲット

蘭 1本 60.00 日本 現地系 アッパーミドル

牡丹 1本 50.00 日本 現地系 アッパーミドル

アマリリス 1本 180.00 オランダ 現地系 アッパーミドル

スイトピー 1本 40.00 日本 現地系 アッパーミドル

グロリオサ 1本 180.00 日本 現地系 アッパーミドル

グロリオサ 1本 85.00 イスラエル 現地系 アッパーミドル

南天 1束 180.00 オランダ 現地系 アッパーミドル

牡丹 1束 150.00 オランダ 現地系 アッパーミドル

ボケ 1本 180.00 日本 現地系 アッパーミドル



2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

① 品目の定義
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今回定義する花きのHSコード
0601.10 ：りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根および根茎（休眠しているものに限る）
0601.20 ：りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根および根茎

（生長しまたは花が付いているものに限る）ならびにチコリーおよびその根
0602.10 ：根を有しない挿穂および接ぎ穂
0602.30 ：シャクナゲ、ツツジその他のツツジ属の植物（接ぎ木してあるかないかを問わない）
0602.40 ：バラ（接ぎ木してあるかないかを問わない）
0602.90 ：その他の生きている植物（根を含む）挿穂、接ぎ穂およびきのこ菌糸－ その他のもの
0603.11 ：バラ
0603.12 ：カーネーション
0603.13 ：ラン
0603.14 ：菊
0603.15 ：ユリ（リリウム属のもの）
0603.19 ：その他のもの
0603.90 ：切り花および花芽－ その他のもの



2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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② 輸入規制

1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等）

「植物関連（輸入および害虫駆除）条例」〔Cap.207 Plant （Importation And Pest Control） 
Ordinance〕に基づき、害虫・病害に感染した植物、泥土（Soil）の輸入が基本的に禁止されています。同法令に
より輸入が制限されている植物は付表1に記載されています。
（〔Cap.207 Plant (Importation And Pest Control) Ordinance〕）

付表1パート1によると、同法令Section4（1）に規定したすべての条件に合致しないかぎり、日本からの茶（ツバキ
科ツバキ属）の植物材料の輸入は禁止されています。

また、付表1パート2によると、同法令Section4（2）に規定したすべての条件に合致しないかぎり、次の場合に輸入
は禁止されています。

また、ワシントン条約（CITES）が規制する植物を輸入する場合は、事前に経済産業省よりCITES輸出許可書な
どの発給を受ける必要があります。詳細は経済産業省のウェブサイトで確認してください。

花きに関する放射性物質規制はありません。

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap207


2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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② 輸入規制

1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等）（続き）

輸入が制限されている植物

植物名 国名 条件

1. 次の属のすべての植物
パイナップル、かんきつ類、
サツマイモ属、バショウ属

中国以外のすべての国 該当するあらゆる植物は、漁農自然護理
署長によって、病虫害に侵されていないとし
て流通が許可されるか、病虫害に侵されて
おり破棄されねばならないと判断されるまで、
検疫所で隔離のうえ育成されなければなら
ない。

2. ラッカセイ属のラッカセイ 中国以外のすべての国 剥皮された種子としてのみ輸入することが
できる。

3. コメおよびその他すべて
の増殖を目的としたイネ属
の植物

ベリーズ、コロンビア、コスタリカ、
キューバ、グアテマラ、インド、日本、
メキシコ、パナマ、サルバドル
（Salvador）、スリランカ、 スリ
ナム、米国、ベネズエラおよびその
他すべての White Tip 
Nematode （Aphelenchoide
s oryzae）または白変葉病が存
在する国

当該植物を含む場合は、すべての輸入貨
物を直ちに漁農自然護理署長の管理下
へ提出しなければならない。また、漁農自
然護理署長の管理下において、1フェーズ
（発芽から枯れるまでの一連の流れ）の
間、当該植物は検疫所で隔離のうえ育成
しなければならない。



2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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② 輸入規制（続き）

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等（輸出者側で必要な手続き）

「植物関連（輸入および害虫駆除）条例」に基づき、香港へ花きを輸出する際には、次の申請手続きが必要です。
なお、表にあるとおり、切り花を輸出する際には特別な申請手続きは必要ありません。

植物検疫証明書の発行については、植物防疫所に植物等輸出検査申請書を提出し合格証書を得る必要がありま
す。フォーマットなどについては、関連リンクの「輸出検査について（植物防疫所）」を参照してください。
（輸出検査について（植物防疫所） ）

なお、香港側での輸入審査にあたっては、次の条件を満たさなければなりません。
・「植物関連（輸入および害虫駆除）条例」付表3Form2に含まれる内容を満たしたフォーマットであること
・英語あるいは中国語で記載されていること（翻訳の添付でも可）
・日本から輸出される14日以上前に日本の植物防疫所による輸出許可を受けていること

また、香港では原則として泥土（Soil）の輸入は認められていません。ただし、土および泥のついている植物に関しては、
隔離での防疫のうえ、漁農自然護理署長の認定が得られたものについては、流通が認められる可能性があります。

香港および日本への申請手続き

種類 香港側への申請 日本側への申請

土および泥のついていない植物 植物輸入ライセンス 植物検疫証明書

土および泥のついている植物 植物輸入ライセンス
輸入授権書
（Import Authorization）

植物検疫証明書

切り花 特になし 特になし

https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/export/ekensa/index.html


農林水産省 植物防疫所「輸出品目別検疫条件一覧表」 

2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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② 輸入規制（続き）

3. 動植物検疫の有無

「植物関連（輸入および害虫駆除）条例」Section4（2）に基づき、同法のSchedule1 Part2に属する植物に
ついては、検疫所で隔離のうえ、病虫害の拡大の心配がないと認められないかぎりは流通を認められません（「1. 輸
入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等）」を参照のこと）。
（〔Cap.207 Plant (Importation And Pest Control) Ordinance〕）

また、切り花など同法Schedule2に属する植物については、日本側の発行する植物防疫証明書および香港側の発
行する植物輸入ライセンスの取得は不要で、検疫もありません。

４．その他の関連リンク

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/hongkong/kamotsu.html
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap207


2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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③ 香港の食品関連の規制

1.食品規格

なし

2.残留農薬および動物用医薬品

なし

3.重金属および汚染物質

なし

4. 食品添加物

なし

5.食品包装（食品容器の品質または基準）

なし

6.ラベル表示

一般的に花きの表示に関する規則はありません。

7.その他

香港漁農自然護理署（AFCD）の署長が官報で指定した植物については、検疫地域において栽培または繁殖させ
ることができ、植物有害生物を含まないと監督に認められるまで検疫地域において保管しなければなりません。その植
物を所持している者は官報に掲載されてから4日以内に検疫地域に提出する必要があります。



2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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④ 輸入手続き

1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等（輸入者側で必要な手続き）

「植物関連（輸入および害虫駆除）条例」に基づき、香港で花きを輸入する際には、次の申請手続きが必要です。
なお、表にあるとおり、切り花を輸入する際は特別な申請手続きは必要ありません。

植物輸入ライセンスの取得には、「植物関連（輸入および害虫駆除）条例」の付表3 Form1に従った、申請が必
要です。申請後、漁農自然護理署長によって輸入の可否および条件が決定されます。記載が必要な内容は次ページ
のとおりです。なお、ライセンスの取得については、輸出前に行うことが推奨されています。

香港および日本への申請手続き

種類 香港側への申請 日本側への申請

土および泥のついていない植物 植物輸入ライセンス 植物検疫証明書

土および泥のついている植物 植物輸入ライセンス
輸入授権書
（Import Authorization）

植物検疫証明書

切り花 特になし 特になし



2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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④ 輸入手続き（続き）

1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等（輸入者側で必要な手続き）（続き）

申請者の氏名および住所
生育培地の大きさ
電話番号
輸出国
当該植物の一般名
当該植物の学術名
輸出元の機関あるいは企業名
輸送手段
輸入量
到着予定日
輸入目的
野生植物であるのか、栽培植物であるのかについての明示

なお、香港側での輸入審査にあたっては、次の条件を満たさなければなりません。
・「植物関連（輸入および害虫駆除）条例」Schedule3 Form2に含まれる内容を満たしたフォーマットであること
・英語あるいは中国語で記載されていること（翻訳の添付でも可）
・日本から輸出される14日以上前に日本の植物防疫所による輸出許可を受けていること
（〔Cap.207 Plant (Importation And Pest Control) Ordinance〕）

また、香港では原則として 泥土（Soil）の輸入を認められていません。ただし、土および泥のついている植物に関して
は、隔離での防疫のうえ、漁農自然護理署長の認定が得られたものについては、流通が認められる可能性があります。

さらに、ワシントン条約（CITES）が規制する植物を輸入する場合は、香港漁農自然護理署（AFCD） から事前
に輸入ライセンスを取得する必要があります。詳細は関連リンクを参照のうえ、確認してください。
（香港漁農自然護理署「植物輸入ライセンス・輸入授権書申請ガイド」）

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap207
https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_qua/files/pprd11002e.pdf


2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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④ 輸入手続き（続き）

2.輸入通関手続き（通関に必要な書類）

「植物関連（輸入および害虫駆除）条例」に基づき、香港へ花きを輸入する際には、次の書類が必要です。

なお、花きに限らず、輸入（船積、空港貨物）商品にはすべて輸入陳述書（Import Statement）の添付が必
要となります。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入
陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」（Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance）により義務付
けられています。
（ Cap. 109 Dutiable Commodities Ordinance (elegislation.gov.hk) ）

通関に伴う提出書類は次のとおりです。
・積荷目録（マニフェスト）
・エアウェイビル（航空貨物運送状）、オーシャンB/L（船荷証券）、またはほかの同様の書類
・インボイスおよびパッキングリスト
・引渡し指図書（リリースレター）または貨物保管通知

香港および日本への申請手続き

種類 香港側への申請 日本側への申請

土および泥のついていない植物 植物輸入ライセンス 植物検疫証明書

土および泥のついている植物 植物輸入ライセンス
輸入授権書
（Import Authorization）

植物検疫証明書

切り花 特になし 特になし

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap109


2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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④ 輸入手続き（続き）

3.輸入時の検査・検疫

香港漁農自然護理署（AFCD）の署長が官報で指定した植物について、植物有害生物を含まないと監督からの承
認を得るまで検疫地域において保管しなければなりません。その植物を所持している者は官報に掲載されてから4日以
内に検疫地域に提出する必要があります。検疫および処理を受け、公認の職員による検査のうえ、病気や植物有害
生物を含まないと証明された植物は、すべての費用が適切に支払われた時点で検疫地域から持ち出すことができます。
検査費用支払申請書は香港漁農自然護理署（AFCD）のウェブサイトで入手できます。
（香港漁農自然護理署「植物農薬規制課 申請書とガイドライン」）

苗は、日本で発行された植物検疫証明書が必要です。
切り花には植物検疫証明書は不要です。

4.販売許可手続き

一般的に花きを販売する際に、特定の許可証などを取得する必要はありません。また、花きの販売に関する外資参入
規制は設けられていません。

植物新品種の取り扱いについては「植物品種保護条例」（Cap.490 Plant Varieties Protection 
Ordinance）、絶滅危惧植物の取り扱いは「絶滅危惧植物と動物の保護条例」（Cap.586 Protection of 
Endangered Species of Animals And Plants Ordinance）に準じます。
（Cap.490 Plant Varieties Protection Ordinance）
（Cap.586 Protection of Endangered Species of Animals And Plants Ordinance）

https://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_plants/qua_plants_pq/qua_plants_pq_imp/qua_plants_frmindex.html
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap490
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap586


2．花きの輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）
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⑤ 輸入関税等

1.関税
なし

2.その他の税
なし



3．現地事業者の評価、要望等
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① 現地事業者等の声

・ ジェトロ香港のヒアリング等

事業者の要望等

・オランダ産などと比べて、提供できる種類や提供側の柔軟性が低いように感
じる。

・桜の時期に桜の小さい鉢が人気

（参考）
香港人消費者の評価

・正直、花の産地に注目していない。

・季節の食べ物と綺麗に合わせるなら魅力的だとは思う。

〇 香港におけるギフト食品市場-月餅・お菓子・花き・青果物-
https://www.jetro.go.jp/ext_images/agriportal/platform/pdf/pf_hkg_2211.pdf

※ 農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム（香港）のカントリーレポート・ビジネス短信から抜粋

https://www.jetro.go.jp/ext_images/agriportal/platform/pdf/pf_hkg_2211.pdf


執筆：農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム 香港

本レポートに関する問い合わせ先：
日本貿易振興機構（ジェトロ）
香港事務所
電話番号：852-2526-4067
E-mail アドレス：hkgevent@jetro.go.jp

【免責条項】本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。ジェトロでは、
できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利
益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよび執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。
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